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 インドネシア人介護福祉士・看護師受入 
   現在、国会で審議中の日インドネシアＥＰＡ（経済連携協定）の発行に伴い、インドネシア人

介護福祉士の受入が開始されます。早くて今年７月に受入が開始される見込とのことです。 
   今回は、インドネシア人介護福祉士・看護師受入の枠組について解説させて頂きます。 
 

 
１．インドネシア人介護福祉士受入の枠組については、下表をご参照下さい。 
 

目 的 介護福祉士の国家資格取得と取得後の就労 

活動内容 資格取得前：日本国内の介護施設で就労・研修 

資格取得後：日本国内の介護施設で介護福祉士として就労 

在留資格等 資格取得前：在留資格「特定活動」（上限４年） 

資格取得後：在留資格の種類、検討中（上限３年、更新回数に制限なし） 

受入人数枠 当初２年間で、上限６００人 

 
□ 介護福祉士として就労ビザが認められることは、初めて

の試み。人材不足への対策となるかは、いかに日本での

資格取得支援が出来るかが、ポイントになると思われる。 
 

２．インドネシア人看護師受入の枠組については、下表をご参照下さい。 
 

目 的 看護師の国家資格取得と取得後の就労 

活動内容 資格取得前：日本国内の病院で就労・研修 

資格取得後：日本国内の医療施設等で看護師として就労 

在留資格等 資格取得前：在留資格「特定活動」（上限３年） 

資格取得後：在留資格「医療」（上限３年、更新回数に制限なし） 

受入人数枠 当初２年間で、上限４００人 

 
□ 日本の医療現場での人材不足への対策となるかは、いか

に日本での資格取得支援が出来るかが、ポイントになる

と思われる。 


